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手続き編
令和 7年 1月以降は、原則システムでの届出となりますので、システムマニュアルを参照してください。
以下の記載例とその説明については、参考として紙の様式を用いて解説をしているため、システムでの手
続きと異なります。

　「共済契約対象施設等一部廃止届」の記載上の留意点9
共済契約対象施設等の一部について廃止し若しくは休止し、又は経営を移管したときは、速やかに、

「共済契約対象施設等一部廃止等届」を提出してください。

本届を提出する必要がある場合は、当該施設・事業の廃止等を行った後においても他に社会福祉
施設等又は特定介護保険施設等を経営している場合となります。

社会福祉施設等及び特定介護保険施設等のすべての施設を経営しなくなる場合は、「社会福祉施設
等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」（約款様式第４号）をご参照ください。

共済契約対象施設等一部廃止届 
 
                                                             （約款様式第１２号） 
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 次のとおり、施設等の一部を廃止・休止・経営移管したので届け出ます。 

共済契約者番号 

共 

済 

契 

約 

者 
氏名又は名称 社社会会福福祉祉法法人人虎虎ノノ門門福福祉祉会会  

１１  ３３  〇〇  ××  △△  〇〇  

 
 

主たる事務所の 
所在地 

郵便番号  １１００５５ － ８８４４８８６６  
東東京京都都港港区区虎虎ノノ門門４４－－３３－－１１３３ 

事務担当者氏名 北北海海道道  花花子子 連絡先 
電話 
0033－－33443388－－0000××△△ 

社 会 福 祉 施 設 
等、特定介護保険 
施設等又は申出 
施 設 等 

施設番号 名      称 休止・廃止経営移管年月日 

００  ００  ３３  港港デデイイササーービビススセセンンタターー  
元号 

令令和和  

年

〇〇  

月 
  
３３  ３３  

日 
  

１１ 
  

理     由 
（該当する記号に〇） 

ア．廃  止 
イ．休  止 
ウ．経営移管 

被 共 済 職 員 
（1）退     職     者   １１ 人 
（3）配  置  換  職  員   ２２ 人 
（5）共済契約対象外施設等への異動職員      人 
 

（2）引 継 （移管） 職 員      人 
（4）継 続 異 動 職 員      人 
（6）合 算 申 出 職 員      人 

合計     ３３ 人 

備 考 
経営移管後の 
共済契約者（経営者）名 （                                  ） 
共 済 契 約 者 番 号 （                                          ） 

 
＜＜添添付付書書類類＞＞  

１  共済契約対象施設等一部廃止等届職員名簿（別紙） 
２ 右の確確認認事事項項が明記された次のいずれかの書類 

（１）「廃止・休止届受理通知書」（写） 

（２）受理印等のある「廃止・休止届」（写） 

（３）その他、業務委託契約書等（写） 

 上記の書類がない場合は、都道府県知事等が発行する証明書等 

       ※法令により許認可・届出の必要がない場合のみ、右の確確認認事事項項が明記された次のいずれかの書類 

（１）法人の定款（写） 

（２）定款変更申請書（写）及びその他書類 

＜記載上の留意点＞ 

    １ 「退職者」又は「継続異動職員」又は「共済契約対象外施設等への異動職員」がある時は、遅延なく次の届書を提出してください。 

（１）退職者及び合算申出職員…被共済職員退職届（約款様式第７号）並びに退職手当金請求書（約款様式第７号の２）又は合算制度利

用申出書（約款様式第７号の３） 

（２）他の共済契約者への継続異動職員…共済契約者間継続職員異動届（約款様式第８号） 

（３）共済契約対象外施設等への異動職員…共済契約対象（外）施設等異動届（約款様式第９号） 

  ２ 経営者の変更により変更後の共済契約者（経営者を含む）が該当共済契約対象施設等を経営する場合は、この届書を変更後の共済 
契約者へ送付し、変更後の共済契約者が「社会福祉施設職員等退職手当共済契約申込書」、「施設等新設届・申出書（約款様式第１号）」

に併せて提出してください。 

確確認認事事項項  

ｱ. 施設・事業の名称 ｲ.所在地 
ｳ. 施設・事業の種類 ｴ.廃止・休止年月日 
※申出施設等については、「ｳ」は不要 

経経営営ししてていいたた最最終終日日  

２ 

１ 
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手続き編
令和 7年 1月以降は、原則システムでの届出となりますので、システムマニュアルを参照してください。
以下の記載例とその説明については、参考として紙の様式を用いて解説をしているため、システムでの手
続きと異なります。
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手続き編
令和 7年 1月以降は、原則システムでの届出となりますので、システムマニュアルを参照してください。
以下の記載例とその説明については、参考として紙の様式を用いて解説をしているため、システムでの手
続きと異なります。

　①　 休止・廃止・経営移管年月日
　ア　次の届出等の必要のある休止・廃止の場合
　（１）「廃止・休止届受理通知書」（写）
　（２）受理印等のある「廃止・休止届」（写）　による休止・廃止の年月日を記入してください。
　（３）その他、業務委託契約書等

　イ　上記ア以外の休止・廃止の場合（※法令により許認可・届出の必要のない場合のみ）
　　　法人の定款（写）、定款変更申請書（写）及びその他の書類から休止・廃止の年月日を記入してください。
　ウ　経営移管の場合
　　�　他の経営者に経営を移管した日を記入してください。（新経営者が「施設等新設届・申出書」に添付する
共済契約対象施設等の経営者が変更したことを証する書類の変更年月日の前日）

　【廃止等に伴い退職された場合の留意点】
� 　�アからウの書類により確認された廃止等の日以後は、当該施設・事業は、共済法による共済契約対象施設等

でなくなるため、残務整理等に従事していたとしても被共済職員として加入し続けることはできません。
従って、共済制度上は、退職者となります。

　　� 例 �虎ノ門デイサービスセンターを△△年５月３１日に廃止したが、残務整理等で同年６月３日に退職し
た場合は、退職日は、同年５月３１日となります。

　　� 例 �虎ノ門デイサービスセンターを△△年５月３１日に廃止したが、翌日６月１日に配置換えで共済契約
対象施設の虎ノ門特別養護老人ホームに異動し、同年７月３１日に退職した場合は、退職日は、同年７月
３１日となります。

　②　 被共済職員数
　・�　�「（１）退職者」の人数は、廃止等の日をもって被共済職員でなくなる人数で、その日に共済契約者との雇

用関係が終了した者（経営移管先に引き継がれる職員は除きます。）及び共済契約者と雇用関係は継続し
ているが、当該施設・事業の残務整理等に従事する者等を合計した人数とします。

　・�　�「（２）引継（移管）職員」の人数は、経営移管により引き続き当該施設・事業の職員となる者の人数を記
入してください。

　・�　�「（３）配置換職員」の人数は、廃止等の日の翌日付けで共済契約者が経営する他の共済契約対象施設等へ
配置換したものがあるときは、その職員の人数を記入してください。

　・�　�「（４）継続異動職員」の人数は、廃止等の日の翌日に他の共済契約者へ継続異動させた者があるときは、
その職員の人数を記入してください。

　・�　�「（５）共済契約対象外施設等へ異動職員」の人数は、廃止等の日の翌日付けで共済契約者の経営する共済
契約対象外施設等へ異動させたものがあるときは、その職員の人数を記入してください。

　・�　�「（６）合算申出職員」の人数は、廃止等の日で１年以上被共済職員であった者が、退職手当金の請求をせず、
合算制度利用を申出するときは、その職員の人数を記入してください。


